
江東区ブロック塀等撤去助成金交付要綱 

平成３１年４月１日 

３１江都調第４６２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、区内の道路に面するブロック塀等の所有者が実施する当

該ブロック塀等の撤去工事に要する費用の全部又は一部を助成することによ

り、地震時における道路の通行人等の安全性を向上させ、もって安心して暮

らせる災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀、鉄筋コ

ンクリート組立塀（万年塀）及びこれらに類する構造の塀並びにそれらの

塀と一体となった門柱をいう。 

(2) 道路 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条に規定する道

路をいう。 

(3) 撤去工事 ブロック塀等の全部を撤去する工事をいう。 

（助成対象となるブロック塀等） 

第３条 助成の対象となるブロック塀等（以下「対象ブロック塀等」とい

う。）は、区内に存するもので、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 道路に面していること。 

(2) 地面から対象物の上端部までの高さが１．２ｍ以上であること。 

(3) 安全性を確認できないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が認めたブロック塀等は、助成の対象とす

ることができる。 

（助成対象者） 

第４条 助成対象者は、次の要件を全て満たす者とする。 

(1) 対象ブロック塀等の所有者（対象ブロック塀等につき複数の所有者がい

る場合にあっては、その代表者）であること。 

(2) 対象ブロック塀等の存する土地又は当該土地上の建築物の所有者である



こと。 

(3) 前年度の個人住民税又は法人住民税を滞納していないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法

律第６９号）第３条の規定による団体又は同法第４７条の規定による法人

（以下「管理組合」という。）が管理する対象ブロック塀等については、当

該管理組合を助成対象者とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成対象者としない。 

(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体 

(2) 江東区暴力団排除条例（平成２４年３月１２日条例第１号）第２条に規

定する暴力団又は暴力団関係者 

(3) 江東区細街路拡幅整備要綱（昭和６１年９月８日江建建発第６８号）若

しくは江東区細街路拡幅整備に伴う助成金交付要綱（昭和６１年９月８日

江建建発第６８号）又は江東区老朽建築物除却助成金交付要綱（平成２６

年３月２７日２５江都調第１５０６号）に基づき、ブロック塀等の撤去工

事費に係る助成金の交付を受けようとする者 

(4) 江東区みどりのまちなみ緑化助成要綱（平成１５年３月２５日１４江土

水第５６３号）に基づき、ブロック塀等の撤去工事費に係る助成金の交付

を受けようとする者又は受けた者 

(5) 建築物の解体工事に伴い、敷地内のブロック塀等を撤去しようとする者 

(6) この要綱により助成金の交付を受けて撤去した対象ブロック塀等と同一

の場所に再度設置したブロック塀等について、この要綱による助成金の交

付を受けようとする者 

(7) 既に撤去工事に着手した者又は第８条第１項の規定による通知前に撤去

工事の契約を締結した者 

（助成対象経費及び助成金の額） 

第５条 助成対象経費は、ブロック塀等の撤去工事に要する費用とする。 

２ 助成金の額は、２５万円を限度として、予算の範囲内で交付する。 

３ 助成金の額は、１，０００円単位とし、１，０００円未満の端数を生じた

ときは、これを切り捨てる。 

（交付申請） 



第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、江

東区ブロック塀等撤去助成金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書

類を添えて、区長に申請するものとする。 

(1) 案内図 

(2) 現況図（既存の塀の位置、長さ、高さ、構造、撤去範囲等を明記したも

の） 

(3) 撤去工事着手前の写真（対象ブロック塀等を３方向以上から撮影したも

ので、その全景が分かるもの） 

(4) 対象ブロック塀等の安全性が十分でないことを確認できる書類 

(5) 撤去工事に係る見積書（写しでも可） 

(6) 前年度の個人住民税又は法人住民税の納税証明書又は非課税証明書 

(7) ブロック塀等の存する土地及び当該土地上の建築物に係る全部事項証明

書その他所有者を特定できる書類（区長が認めるものに限る。） 

(8) 申請者が法人の場合にあっては、履歴事項全部証明書 

(9) 土地又は当該土地上の建築物の所有者全員の承諾書（申請者以外の所有

者がいる場合に限る。） 

(10) 申請者が管理組合の場合にあっては、撤去工事実施を集会で決議したこ

とが分かる書類 

(11) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 申請者は、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

（助成の対象となる撤去工事（以下この項において「助成対象工事」とい

う。）に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定によ

る地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に助成対象工事に占める助成

金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを減

額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る

仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

（交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、



必要に応じて現地調査を実施した上、適当と認めるものについては江東区ブ

ロック塀等撤去助成金交付決定通知書（別記第２号様式）により、不適当と

認めるものについては江東区ブロック塀等撤去助成金交付申請却下通知書

（別記第３号様式）により、申請者に通知する。 

２ 区長は、前項の規定による交付決定の決定に際し、条件を付することがで

きる。 

（取下げ） 

第８条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)

は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、

交付決定の通知を受けた日から１４日以内に江東区ブロック塀等撤去助成申

請取下書（別記第４号様式）を区長に提出するものとする。 

（変更等の申請） 

第９条 助成事業者は、交付決定を受けた撤去工事の内容に変更が生じる場合

は、江東区ブロック塀等撤去助成変更等承認申請書（別記第５号様式）に変

更後の内容が分かる書類を添えて、区長に申請するものとする。 

２ 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現

地調査を実施した上、適当と認める場合は江東区ブロック塀等撤去助成変更

等承認通知書（別記第６号様式）により、不適当と認める場合は江東区ブ

ロック塀等撤去助成変更等不承認通知書（別記第７号様式）により、助成事

業者に通知する。 

（辞退） 

第１０条 助成事業者は、やむを得ない理由により交付決定を受けた撤去工事

を取りやめるときは、速やかに江東区ブロック塀等撤去助成金交付決定辞退

届（別記第８号様式）により区長に届け出るものとする。 

（工事完了届） 

第１１条 助成事業者は、交付決定を受けた撤去工事が完了したときは、江東

区ブロック塀等撤去工事完了届（別記第９号様式）に次に掲げる書類を添え

て、区長に届け出るものとする。 

(1) 撤去工事に係る契約書の写し又は契約内容を記載した書面で区長が認め

るもの 



(2) 撤去工事に係る領収書の写し 

(3) 撤去工事完了後の写真（着手前のものとほぼ同位置から撮影したもの） 

(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（助成金の額の確定及び交付） 

第１２条 区長は、前条の規定による届出があったときは、その内容を審査し、

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、助成金の

額を確定し、江東区ブロック塀等撤去助成金交付額確定通知書（別記第１０

号様式）により、助成事業者に通知する。 

２ 助成事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、江東区ブロック塀

等撤去助成金請求書兼口座振替依頼書（別記第１１号様式）により区長に請

求するものとする。 

３ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付す

る。 

（仕入控除税額の報告） 

第１３条 助成事業者は、撤去工事の完了後に、消費税及び地方消費税の申告

により当該助成金に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（別記第１２号様式）に確定申告

書の写しを添付して、区長に報告しなければならない。この場合において、

区長は、助成事業者に対し当該仕入控除税額の返還を命じるものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１４条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。 

(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に違反

したとき。 

(3) 第１０条の規定により江東区ブロック塀等撤去助成金交付決定辞退届の

提出があったとき。 

(4) 前３号に定めるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 区長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、

江東区ブロック塀等撤去助成金交付決定取消通知書（別記第１３号様式）に



より、助成事業者に通知する。 

（助成金の返還） 

第１５条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当

該取消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているときは、助成事業者に

対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

２ 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いにつ

いては、江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４

号）に定めるところによる。 

（権利譲渡の禁止） 

第１６条 助成事業者は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は

担保に供してはならない。 

（撤去工事後の管理） 

第１７条 助成事業者は、対象ブロック塀等の撤去工事後の場所について、道

路の通行人等が地震時に危険を生じるおそれがないよう、適切に管理を行う

ものとする。 

（委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、

都市整備部長が別に定める。 


